
県立赤城公園覚満淵シカ柵設置業務委託仕様書 
 
１ 業務の名称 
  県立赤城公園覚満淵シカ柵設置業務委託 
 
２ 業務場所 
  施設名：群馬県立赤城公園 覚満淵 

所在地：群馬県前橋市富士見町赤城山地内 
 
３ 業務の目的  
  本業務は、県立赤城公園内の覚満淵の希少な植生や生態系の保護のために、「別紙１」で指定する区

域内に金属製のシカ柵を設置することを目的とする。 
 
４ 業務委託期間 
  契約締結の日から令和８年１２月２５日まで 
 
５ 委託上限額 
  ２４，４８６，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 
   
６ 業務の内容  
 

① シカ柵の設置 
金属製のシカ柵を指定区域内（別紙１）に設置すること。 
なお、柵の仕様は以下のとおりとする。 
・積雪地域で通年設置可能な構造にすること。 
・地上高は２.２m 以上とすること。 
・転倒防止のため、支柱は原則として地中 1m 以下まで打ち込むこと。 
・メッシュ構造の柵とすること。 
・赤城山景観ガイドラインを遵守したものであること。 
・設置作業は９月末までに完了できるよう努めること。 
・公園利用者用の出入り口を設けること。 

② 既存のシカ柵の撤去 
シカ柵の設置後、既存のシカ柵を撤去すること。 
なお、撤去作業はシカ柵設置完了後、速やかに行うこと。 

③ 完了報告書の提出 
設置後の状況写真入りの完了報告書を提出すること。 

 



７ その他 
・本業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は県と十分な連絡調整を図ること。 
・発注者が必要と判断した場合は、業務が完了時に、発注者立ち会いのもと、受託者の責任と負担にお

いて安全等の確認を行うこと。 
・本業務により設置されたシカ柵に関する全ての権利は、群馬県に帰属する。 
・本業務において当課から提供できる資料は仕様書及び別紙 1 のみのため、それ以外に必要な測量や

図面作成等に必要な経費は受託者の負担とする。 
・本業務の作業区域周辺には希少な植生が多いことから、植生に配慮した設置位置を事前に確認、相談

の上で設置を行うこと。 
・本件業務を行うにあたり、必要とされる関係法令及び関係条例等を遵守すること。 
・本件業務を適正かつ円滑に進めるため、受託者は県と必要に応じて協議、打合せを行うこと。 
・打合せを実施した際は、受託者が打合せ記録簿を作成して県の承認を得ること。 
・本業務に関する証拠書類は委託契約終了後５年間保存すること。 
・本業務で知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。また、契約期間の終了後も同様とする。 
・本業務委託の遂行に伴い発生した関係者等とのトラブルに対しては、受託者の責任において誠意を

もって対応すること。 
・本業務の実施に必要な事項（県との打ち合わせを含む）に係る一切の経費については、委託額に含む

ものとする。 
・業務実施完了後、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不備等が確認された場合は、業務期間

終了後においても速やかに県が必要と認める修正、その他必要な措置を行うものとし、これに対する
費用は受託者の負担とするものとする。 

・本仕様書に記載のない事項及び内容の詳細については、その都度、県との協議により決定する。 


